
 

 

 

 

 

 

 

 

 
令 和 ４ 年 １ 月 ４ 日 

東 北 管 区 行 政 評 価 局 

秋田行政監視行政相談センター 

 

令和 3 年度行政相談委員総務大臣表彰の 

表彰式を行います 
 

総務大臣表彰は、永年、無報酬のボランティア活動として行政相談委員を務

め、その業績が特に顕著で他の委員の模範と認められる者に対し授与されるも

のです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記のとおり、五城目町役場において渡邉町長ご臨席の下、表彰式を行います。 

[表彰式] 

・日時 令和４年１月 11 日（火）午前 10 時から 

・場所 五城目町役場 

※ 新型コロナウイルス感染防止の観点から、今年度は受賞者の居住市町村で開催します。 

 

 

 

 

 

総務大臣表彰受賞者 
 
行政相談委員 

五城目町  鍋谷
な べ や

 鶴
つる

芳
よし

さん 

受賞委員のご紹介について、委員の励みになるとともに、地域住民の方々に行政相談制

度及び行政相談委員制度を知っていただく良い機会になると思われますので、特段のご高

配を賜りますようお願いいたします。 



【受賞委員のご紹介】 

（令和４年１月１日現在） 

鍋谷
なべや

 鶴
つる

芳
よし

さん（69 歳） 五城目町担当 

 住所：五城目町 

委嘱年次：平成 11 年（通算委嘱期間：22 年２か月） 

プロフィール： 

・自宅で相談を受け付けているほか、毎年 10 月に特設相談所を

開設するなど、20 年以上にわたって行政相談委員業務に従事 

・周辺３町村の行政相談委員と共に、町内大型商業施設におい

て、行政相談委員制度の普及のための広報活動を実施してい

るほか、行政相談改善事例パネル展や子育て世代を対象とし

た行政相談懇談会などを開催 

・登記申請に当たり収入印紙ではなく誤って購入した登記印紙

の還付に関する相談などを解決 

 

 

 

○ 行政相談委員とは 
・ 総務大臣が行政相談委員法に基づき、民間の有識者の中から委嘱しています。 

・ 地域住民の身近な相談相手として、国の仕事に関する苦情などの相談を受け付け、

その解決のための助言や関係機関に対する通知等の仕事を無報酬で行っています。 

・ 秋田県内では、各市町村に１人以上、計 81 人の委員が委嘱（令和４年１月１日現

在）され、活動しています。 

 

 

 

 

 

 

照会先：秋田行政監視行政相談センター 

行政監視行政相談課長 杉山直樹 

電  話：018-824-1426 


